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第 119回～第 125回労災保険部会における委員の主なご意見１ 

 

１ 適用関係 

（１）暫定任意適用事業に係る論点について 

・暫定任意適用とされている農林水産事業について、労災保険法を

強制適用することについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 労災保険制度はすべての労働者に等しく適用し、補償されるべ

きであることから、暫定任意適用事業は廃止し、強制適用してい

くべき。暫定任意適用事業存置の理由としていた農林水産業の労

働実態は、今や現代化してきている。農林水産業を魅力あるもの

にしていくためには、安心して働くことができる環境作りが必要

であり、その観点で労災保険の強制適用をはかっていくことが重

要。 

○ 関係者周知や事務負担軽減などは検討する必要はあるが、強制

適用をはかっていくという前提に立った上で、前向きな方向で課

題をクリアしていくべき。 

○ 強制適用が必要である。既に強制適用である建設業では従事者

減少の対策として、国交省と厚労省で社会保険未加入対策を業界

も労働者も零細事業主も含めて対応してきた。こうしたことから、

関係省庁との連携は大切である。 

○ 農業、林業、漁業や養殖業等の水産業、いずれの分野でも労災

事故の発生率は高く、保護の必要性も高いと考える。こういった

点から、暫定任意適用は速やかに廃止して、労災保険法の保護を

及ぼしていくことが重要。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ どのような職場で働く労働者であっても、業務上の傷病に関し

平等に労災保険給付が受けられるように、暫定任意適用事業を見

直し、強制適用していくことに賛同。セーフティーネット担保さ

れ、労働者が安全安心に働ける環境が整備されれば、地方におい

て特に重要な農林水産業の持続可能性を高める効果も期待できる。

強制適用に当たっては、農業の実態把握の他、労働保険の事務手

続きを円滑に実施できる環境整備が重要。 

○ 暫定任意適用事業の対象となる小規模な経営体においても、死

亡事故等の重大な労働災害が発生している。どのような職場で働
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く労働者であっても、業務上の負傷、疾病に関して適切な保険給

付が受けられるよう暫定任意適用事業を廃止し、労災保険を強制

適用することに賛同する。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 暫定任意適用事業を見直し、強制適用することに賛成。強制適

用に当たり、農林水産省との連携や、農林水産事業者の理解や事

業者の把握、保険料徴収上の課題を具体的に検証していくことが

必要。農林水産業界の団体の方からご意見を伺う機会をいただけ

ればと思う。また、今般の見直しで強制適用になるのは小規模事

業であり、丁寧な周知や徴収に係る実務を適切に実施するための

準備期間が十分に必要と考える。 

○ 施行期日はともかく、廃止の方向で道筋を早期につけるべき。 

 

・全面的に強制適用する場合に留意すべき点について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 建設業でも手間の貸し借りはあったが、これをなくし、しっか

り労働契約を交わして近代化してきた。現行の制度でも処遇改善

の方策はあるので検討をしていただきたい。 

○ 施行までの期間をむやみに長くすることは適当ではない。暫定

任意適用を廃止するとなれば法改正が必要となるが、法案提出ま

での時間なども含めれば、準備期間は相応に取ることができる。

労働力不足はとても深刻で農林水産業において、魅力ある労働環

境の整備が急務の課題となっていることを踏まえ、労災保険法の

強制適用をできる限り早く実現していく必要がある。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○  強制適用にあたっては、小規模な経営体の実態把握や行政手続

に伴う事業主の事務負担の軽減、施行までの十分な周知期間の確

保、労働災害防止対策の推進など、所管省庁や関係団体から示さ

れた課題や要望に対応していく必要がある。 

 

 

（２）特別加入制度に係る論点について 

・特別加入団体の承認や取消しの要件を法令上明記すること及び承

認の取消し等に先だって段階的な手続を設けることについて 
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＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 特別加入団体の承認や取消しの要件を法令上明記することに賛

成。 

○ 特別加入団体数は 4000超あるが、誇大広告や加入者へのサポー

トが不十分な団体もあると聞いていることから、現在通知に留ま

っている承認取消し要件を法令に明記することによって、厚生労

働省から指導監督を行うことで特別加入制度の健全化と発展に繋

がる。 

○ 承認の取消しに先立って段階的な手続を踏むことを否定するも

のではないが、事案によっては即時取消しもありうるのではない

か。特別加入者が、団体の承認取消しによって突如無保険になっ

たり、納めた保険料や手数料の払戻しが受けられなかったりとい

った不利益を被らないよう、法令化とセットで労働局のフォロー

アップの仕組みも検討いただきたい。 

○ 特定フリーランス事業に係る特別加入団体の事務所要件につい

ては、安易に緩和すべきではなかった。一義的には対面相談がで

きるようにという目的で事務所要件を設けていたが、副次的には

全国に相談窓口を設置できる事務体制と能力を担保するという面

もあったと考えている。まずは特定フリーランス事業を含めた承

認取消し要件を法律や省令に格上げした上で、議論のプロセスを

担保しつつ、事務所要件については見直しを図っていくべきでは

ないか。 

○ 特別加入団体の承認、取消要件を法令で定めることが適当。特

別加入団体の要件が通知で５つ定められているが、特別加入団体

は、加入手続や加入後のフォローも含めて、極めて重要な役割を

持っているため、これを法令に根拠を置き、適切に監督指導を行

っていくことは欠かせない。 

○ 特別加入団体に課せられる事務所要件について、使用者側から

は、物理的なスペースの確保の必須化というのは過剰な対応では

ないかという意見もあったが、原則事務所保有という要件は、対

面の相談の確実性を担保することに加え、全国的に相談窓口を設

置し得る能力や体制がきちんと確保できるという安定的な団体と

しての運営を担保するという側面もあった。それにもかかわらず

行政解釈という理由で、公の議論も経ずに今回引き下げになり、

しかも制度がスタートしてあまり時間も経過していないタイミン

グで行われてしまったことは問題。改めて以前の要件に戻すべき。 
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＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 特別加入団体の承認や取消しの要件を法令上明記することと、

承認の取消し等に先立って、段階的な手続を設けることの双方に

賛成。団体の要件や手続を法令上明確化することで、団体の適格

性の確保につながる。 

○ 特定フリーランス事業の特別加入団体のヒアリングについて、

部会における指摘事項がどのように反映されているか不透明であ

り、団体ごとに説明の粒度や充実度にばらつきがある。ヒアリン

グの実効性を高めるため、労働局長の承認前にヒアリングを実施

するとともに、各団体の説明事項を統一すべき。 

○ ここ２年間で約 60～70の特別加入団体がなくなっている。保険

料を払っても、団体が解散してしまったせいで補償されないケー

スがありうるため、解散理由は確認するとともに、他団体への移

行も促すべき。 

○ 特定フリーランス事業に係る特別加入団体の事務所要件に係る

通達の記載について、団体の窓口要件は、対面相談を希望する者

に適時適切に対応できれば良く、物理的なスペースの確保の必須

化は過剰な対応と考えられるため、厚生労働省の解釈の明確化は

理解できる。 

○ 4000 を超える特別加入団体の中には、誇大広告や加入者へのサ

ポートが不十分な団体があるといった労働者代表委員の指摘、ま

た、毎年一定数の特別加入団体が消滅しているという使用者代表

委員の指摘を踏まえると、特別加入団体において、団体の健全、

透明、安定的な運営はもとより、加入者の災害防止等、期待され

る役割を果たしていくためには、災害防止に関わる役割や実施す

べき措置事項、事務処理体制、財政基盤に関する事項等を承認要

件の内容とすべき。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 特別加入制度への加入は任意であるが、加入すれば強制保険で

ある労災保険本体と同じ給付が受けられる。強制保険である労災

保険と同じ１つの制度に属する以上は特別加入団体の承認や取消、

災害防止措置と報告義務などきっちりやって行くべき。 
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・特別加入団体に災害防止措置を求めること及びそれに当たって法

令的根拠を設けることについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 災害防止措置に関わる役割や要件について、法令上の根拠を設

けるべき。特別加入団体には労災保険法施行規則第 46条の 23 第

２項で災害防止措置が義務づけられているところ、この履行状況

を確認し、監督指導を行うためにも報告義務を課すべき。 

○ 特別加入団体の役割について、加入者の審査を行う義務を法令

に明記する必要がある。特定フリーランス事業の特別加入団体に

おいて、加入者として疑義がある職種の者が含まれている事例も

見受けられ、加入時審査の重要性や課題が認識される。特別加入

団体の要件や役割を法令へ格上げするに際して、特別加入団体の

責務として加入時の審査を適切・厳格に行うべき旨を明記すべき。 

○ これまで建設業では、事務組合に係る取組として、第二種特別

加入者の疾病や怪我等のデータの厚生労働省への提示なども行っ

てきており、こうしたことも踏まえると特別加入団体の役割は大

きい。今日的な状況を踏まえれば災害防止措置の法令化は必要だ

と考えるが、特別加入団体が歴史的に果たしてきた役割にも配慮

しつつ、特別加入団体を有効に機能させる施策を検討して欲しい。 

○ 特定フリーランス事業の団体承認要件を厳格化する必要がある

のではないか。また、ヒアリングでの説明について団体ごとにば

らつきがあるので、事務所設置状況や手数料等、必須のヒアリン

グ事項は明確化したほうがよい。加えて、災害防止教育をしっか

りと行える体制についても要件を設定すべきであり、災害防止教

育に当たっては団体加入者の属性に応じた教育も視野に入れてい

かなければならない。 

○ 特定フリーランス事業以外の特別加入団体も災害防止の役割を

担うことが非常に重要であり、新たな役割を担わせるのであれば、

法令に根拠を置くということが当然。また、承認や取消の要件の

法令への格上げに当たっては、単純に通達の５つの要件を格上げ

するだけでなく、内容を厳格化していくことが必要。 

○ 特定フリーランス事業の特別加入団体のヒアリングでは、相談

体制や財政見通しといったところで、もう少し精度を高めたほう

がよいのではないかという印象を受けるケースもあった。労働側

としては、加入時の審査を適切に行うことが非常に重要であると

考えており、そのためにも加入時の審査や相談を適切に行える体
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制、安定的な財政の基盤を担保していくことの要件を明示し、行

政としてその適合性を丁寧に確認していくことが必要である。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 特定フリーランス事業に係る特別加入団体以外の団体にも、災

害防止措置に関わる役割や要件を求めるとともに、法令的根拠を

求めることに賛成。安衛法改正により個人事業主も安全衛生対策

の対象となったことや、省令で特別加入団体に災害防止措置を定

めることを求めていることからも、特別加入団体の承認要件とし

て、特定フリーランス以外の業種の全ての特別加入団体について、

災害防止教育と厚生労働省への結果報告を含めることが適切。 

○ 特別加入団体の災害防止措置に関わる役割や要件を法令に設け、

一定の質を担保すべきであり、それが加入者へのサービス向上に

も寄与する。新規の団体については、その承認やヒアリング内容

の確認はしっかりと実施していくべき。 

 

・保険関係の消滅に係る手続き及び加入者保護の仕組みについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 特別加入団体の承認取消しに際して、段階的な手続きを設ける

ことに異論はないが、承認取消しにより特別加入者が突如無保険

になるといった不利益を被らないようにする対策が欠かせない。

この点、保険関係消滅時に特別加入者の地位も喪失、つまり無保

険となり、別の特別加入団体を自分で探す必要がある状況は、特

別加入者の保護の観点から問題である。承認取消に至った場合に

おいても、例えば年間で保険料を納めていた場合は、その期間は

特別加入者としてみなすなど、特別加入者が引き続き保険関係を

継続できるような仕組みが必要。 

 

・その他の意見 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 報酬を得て働く人は全て労災保険に強制加入する制度へと見直

していくことは、将来の課題として専門的な見地から検討を深め

ていただきたい。強制加入となった場合には、特別加入制度との

関係も議論の対象になると思われ、特別加入制度の対象とするた

めには、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて

保護することがふさわしいものであると整理される必要があるの
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ではないか。そうした強制適用の範囲、強制加入の範囲、特別加

入制度の趣旨、目的などに合致するかについて、慎重に、将来的

に検討していくことが必要。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 労災保険の社会保障的性格を強調するのであれば、労働基準法

上の労働者に限らず、報酬を得て働く人は全て労災保険に強制加

入する制度へと見直していくこともあり得る。これは労働基準法

の災害補償責任と結び付いた現在の法制度を根幹から見直すこと

を意味し、長期的な検討課題である。その上で、短期的には、引

き続き社会のニーズに応じて、特別加入制度を柔軟かつ迅速に拡

大していく形で対応していくことが必要である。現行制度の下で

特別加入の対象にすらなっていない事業はまだまだ残されており、

それらの事業を特別加入の対象にすることについても随時検討し

ていくべき。 

 

（３）家事使用人に係る論点について 

・仮に労働基準法が家事使用人に適用される場合に、私家庭の私人

が災害補償責任を負うこと及び労災保険法を強制適用することに

ついて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 家事使用人について強制適用の対象とし、労災保険法の保護を

受けられるようにすることが重要である。家事使用人といっても

住み込み型は減っており一般労働者と変わらない働き方となって

いることや、調査でも約 15％が業務中のけがや病気を経験されて

いることを踏まえると、業務災害時の保護の必要性は高いにも関

わらず、補償されていないのは問題であり、見直しが必要。 

○ 労働基準法に関する議論の必要性はあるが、労災保険部会とし

て積極的に労災保険制度の適用の対象としていく姿勢を見せてい

くことが重要。 

○ 家事使用人も労災保険の強制適用の対象にすべき。家事使用人

は一般労働者と同じ仕事をしていて働き方も近いにもかかわらず、

保険料を自身で負担して仕事の災害リスクに備えているという現

状は合理的とは言えない。 

○ 労災保険の保護を及ぼすことについては、家事使用人の保護の

観点からも最も重要であると言っても過言ではない。今回を逃す
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といつ強制適用できるか分からないため、強制適用の道筋を示し

ていくべき。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 制度を知らずに特別加入していない人もいる。仮に強制適用す

べきとの結論になったとしても、施行までに一定の期間を要する

ことから、その間に補償を受けられるよう、現行制度の周知・広

報に注力すべき。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 家事使用人については、労働基準法が適用されたら直ちに強制

適用できるように準備が必要と考える。 

 

・家事使用人に対する労災保険法等の適用に当たっての運用上の課

題について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 私家庭の事務負担が大きいという理由で適用除外を続けるとい

うのは道理が立たず、労働保険事務組合等の仕組みも活用して前

向きな制度設計を行っていくべき。 

○ 特別加入制度を知らない人もいるなか、十分な救済の道がなか

なかないというのが現状と思われるため、家事使用人に労災保険

を強制適用することに賛成。一方で、実際の運用に当たっては、

適用の事務や災害発生現場の現認者の問題などが様々あると思わ

れる。対象になっても実際に給付が受けられないということがな

いよう、慎重に運用すべき。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 仮に私家庭の私人に労災保険法等を適用した場合、運用面の課

題は多岐に渡る。私家庭の私人による保険関係成立の届出や保険

料の申告・納付のような事業主の責任や手続だけでなく、例えば

「事業が開始された時点」はいつなのかなど技術的な課題の整理

も必要。併せて、家事使用人のニーズや、職業紹介所や労働保険

事務組合の活動実績を踏まえ、各種手続をサポートする仕組みを

検討することも一案。 
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＜公益代表委員の意見＞ 

○ 家事使用人を使用する家庭の状況は様々であり、中には高齢や

障害のために、判断能力の不十分な方が家事使用人を雇用してい

ることもある点に留意が必要。JILPT の 2023 年の調査でも、家事

使用人が普段行う業務（複数回答）として 46％が高齢者介護、認

知症介護と回答しているというデータが示されている。高齢者や

障害者の方々が、介護保険や障害者総合支援制度ではカバーされ

ない生活援助や介護のニーズを、家事使用人を自費で雇うことに

よって補うということは、少子高齢化の進行によって今後も増え

ていくと思われ、特に、家族からの援助を得られない単身の高齢

者や障害者が家事使用人を雇用する場合は、労災保険制度内での

手続負担軽減の取組だけでは必ずしも十分とは言えず、例えば、

日常生活自立支援事業などの社会福祉制度による支援との連携も

視野に入れて議論する必要があるのではないか。 

 

２ 給付関係 

（１）遺族（補償）等年金に係る論点について 

・遺族(補償)等年金における夫と妻の支給要件の差の解消について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 現行の遺族（補償）等年金の支給要件は、夫が仕事、妻が家

事・育児をする家族形態を前提に作られたものと考えているが、

共働き世帯が大多数となり制度設計の前提が完全に崩れている。

ジェンダー平等の観点を踏まえても、夫婦間の支給要件の違いを

解消することが当然である。解消の方法としては、夫のみに設け

られている要件を撤廃するのが適当。 

○ 夫婦間の支給要件の差は、夫の要件を妻に合わせる形で解消す

べき。使用者代表委員からは生計維持という点に着目し、妻に 55

歳以上の年齢要件や一定の障害状態という要件を付けることも排

除すべきではないという意見があったが、労働者代表委員として

は賛同できない。遺族（補償）等年金は夫婦生活を支えていた被

災労働者の収入が途絶えたことに対する填補という目的があり、

この目的は妻だけでなく夫にも共通するものであり、年齢によっ

て区切られるものではない。 

○ 夫にのみ設けられている要件を廃止すべき。夫にのみ設けられ

ている要件を妻に課すことについては、遺族（補償）等年金をど
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のように捉えるかの問題に直結し、その影響も大きいと考える。

生計維持要件がゆるやかに認定されている実務があり、家族とし

てお金を出し合う関係性であった中、労災事故による損失を遺族

（補償）等年金として補填していることを踏まえれば、年齢で支

給するか否かを区切ること自体がなじまない。また、特別遺族年

金についても同様に解消すべき。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 支給要件の夫と妻の差を解消することは社会通念から言えば当

然のことである。夫に課せられた要件を解消するという考え方も

理解するが、労災保険という国の財源を使う以上、安易な考えで

判断するのはいかがかと思っている。当時は男が独立して生計を

維持できるという判断があったが、この考え方を維持するならば、

（夫に課せられた要件を解消する場合）男性に生計を維持する能

力がなくなったと捉えられかねない。この時の判断を変えるのな

ら考え方を整理しなおす必要があり、変えないのであれば「妻の

要件を夫に合わせる」ことも検討に値するのではないか。 

○ 遺族（補償）等年金創設から半世紀以上が経過し、夫が単独で

家計を担う世帯よりも共働き世帯が大幅に上回るようになった。

研究会では、創設当時と現在とのデータ比較で、女性は独力で生

計を維持できるように思われるという見方も示されていた。中間

報告書が指摘するように、「夫と妻との支給要件に差を設けるこ

とに合理的理由を見いだすことは困難」と考えられ、その解消を

図る方向性に異論は無い。ただし、それに当たり、夫の支給要件

を撤廃するという結論を単純に導くのは適切ではない。労災保険

制度を取り巻く環境は変化しており、その変化を適切に捉えた見

直しが求められる。遺族（補償）等年金の今日における趣旨・目

的に照らし、学識経験者の議論の蓄積を踏まえて判断していくの

が本来ではないか。 

○ 差の解消に当たっては、考え方の一貫性を大切にしていただき

たい。時どきの状況によって考え方を変えることは、制度の安定

的な運営という観点からは非常に問題である。仮に考え方を変え

るのであれば、どのような理由で変えるのかということが重要。

従来からの考え方をどのように評価して新しい結論を導いていく

のかを検討していくべき。 

○ 遺族（補償）等年金の生計維持要件については、現在は、死亡
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労働者の収入によって消費生活の一部を営んでいた事実が認めら

れれば生計維持要件を満たしていたとされている。これを前提と

して、夫にも稼得能力の喪失の填補や被扶養利益の填補という目

的で給付することが適当かということについて、共働き世帯の増

加や女性就労の増加をはじめ現状に照らし、制度の趣旨・目的も

踏まえて、専門的見地から議論をお願いしたい。 

○ 遺族(補償)等年金制度の趣旨・目的に関する議論を経ないまま

夫に課せられた支給要件を撤廃する、あるいは現行の長期給付を

維持するという結論を導くことには違和感がある。制度創設時と

比べた際の男女の働き方や家族の在り方の変化を踏まえて、改め

て遺族（補償）等年金制度の役割や適切な給付を議論する必要が

ある。その議論を経た上で、これらの論点に対する結論を出すべ

き。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 遺族（補償）等年金について、制度創設時から見て、男女共に

働き方や家族の在り方が変わってきていることは疑いのない事実

であり、改めて、遺族（補償）等年金の役割や適切な給付につい

て、議論すべき。 

○ 研究会報告書では、「夫に課せられた支給要件を撤廃すること

が適当」との意見が太宗を占めたところ、生計維持要件がゆるや

かに認定されているという現行実務を引き合いに「被扶養利益の

喪失」は夫にも認め得るという意見などが出ていた。この点、被

扶養利益の喪失の補填という制度趣旨を踏まえると、夫に課せら

れた支給要件を撤廃するという選択肢を取っていくのが良いので

はないか。併せて、将来的には制度趣旨を踏まえて、遺族（補償）

等年金の制度全体の在り方も議論が必要かと考える。 

○ 現行の受給権者は妻が約９割だが、これは現行法上妻が優遇さ

れ、相対的に夫が不利な立場に置かれていることを意味する。夫

が妻と同一順位としての扱いになるのは、60 歳以上又は一定障害

の場合に限られ、55 歳以上 60 歳未満の場合は、父母や孫、祖父

母より後の順位となり得ることは是正すべき。妻と夫の受給要件

を合わせるべきと考えるが、現行規定で妻が優遇された事情とし

て、当時、大半の女性が結婚、出産により労働市場から退出し、

再び働くとしても、パートタイムなどの低賃金労働の職に就くし

かなかったという状況を認識すべき。 
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○ 妻が、いわば、優遇されている理由を考慮することなく、単に

現行規定の妻の受給要件に夫の受給要件を合わせるということに

は賛同しかねる。ただ、労働者側委員からの指摘にもあるが、単

に夫に合わせればよいとも考えていない。 

 

・給付期間について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 現行の長期給付については、遺族（補償）等年金の目的である

「被扶養利益の喪失の補填」をどのように考えるかということに

直結すると考えており、短期間で結論が出るものではない。まず

は夫婦間の要件の差を是正することに注力すべき。 

○ 給付期間については、現行の長期給付、すなわち終身給付を維

持すべき。仮に、有休給付化を考えるとなると、それは遺族（補

償）等年金そのものをどう捉えるかということに直結し、短期間

に結論が出るものではない。研究会でも指摘されているように、

夫婦間で考えれば、被災労働者が亡くなったことによって、夫婦

の共同生活で得られていたはずの利益が失われたという損害は、

何年たったから無くなるとか、損害が回復するというものではな

く、損害が生じている間は長期に給付を行うことは自然である。

さらに、単純な有期給付化は、遺族の補償水準の低下にもつなが

る。こうしたことから、現時点において短期給付の方向性を議論

したり、打ち出すことは適切ではなく、長期給付の維持が適当。 

○ 労災保険制度の安定的な財政運営は必要であるが、支給要件の

夫婦間格差をそのまま残しておくことや、短期給付化も含めた給

付水準の切り下げを行うと、遺族（補償）等年金の被扶養利益の

損失の填補という目的だけではなく、被災労働者や遺族の迅速か

つ公平な保護という労災保険制度そのものの目的も果たさなくな

ることが懸念される。遺族（補償）等年金の持つ目的は変わって

おらず、その目的を実現するための財政はどうあるべきかという

視点での検討が必要。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 遺族厚生年金では 60歳未満の遺族に対し原則５年間の有期給付

とする大幅な見直しがあった。こうした見直しも踏まえて、遺族

（補償）等年金の長期給付の妥当性を検討すべき時期が来ている

と考える。中間報告書でも、遺族（補償）等年金制度の役割や全
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体的な在り方について見直し、引き続き議論を行うべきであると

結論づけている。 

○ 長期給付を含め、給付の拡大をすることについては、財源も考

慮する必要がある。現在の遺族（補償）等年金の支給決定件数は

あくまでも現行の規定に基づき認定された労働者に係る支給決定

件数であり、規定が改正されたときにどのように変化するのか、

試算して考えていくべき。 

○ 民事損害賠償との兼ね合いについて、相殺可能額が減少する可

能性については、そのとおりと考える。同時に、有期給付化され

た場合の影響は企業によって様々であり、仮に夫の年齢要件を妻

に合わせるとした場合、相殺できる額が追加で出てくる可能性も

ある。被災労働者の死亡に対してどの程度の手当をすべきかにつ

いては、他の社会保障制度の状況も踏まえつつ、制度の趣旨・目

的の意義に照らして、議論すべき。 

○ 制度の趣旨に沿って財源、財政の在り方を考えていくべきとい

うことは理解できる。遺族（補償）等年金の目的がどのようなも

のかについて議論が必要で、それに沿って給付されていくことが

財政の健全性にどの程度影響するのかについても議論が必要。 

○ 長期給付については、労災保険制度を取り巻く環境が変化して

いる。労災保険と同じく、社会保障制度を構成する遺族厚生年金

においては、60 歳未満の死別に際して、原則５年間の有期給付と

する制度の大幅な見直しが行われている。こうした動きも参考に

して、遺族（補償）等年金における長期給付の妥当性を検討すべ

き。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 遺族（補償）等年金の給付内容の在り方については、その趣

旨・目的をどう考えるか、労災保険が提供すべき公正な保護とは

何かを考える必要があり、これについて様々な見解があると承知

している。研究会報告書で指摘されているが、我が国は労災補償

と損害賠償を併せて請求することが認められており、民事損害賠

償との関係も考慮する必要がある。仮に遺族（補償）等年金を大

幅に縮小する場合、被災労働者側にとっては縮小分を民事損害賠

償で請求する負担が増えることになり、使用者側にとっては保険

給付と民事損害賠償が調整される分が縮小され、個々の使用者が

負う損害賠償責任が増える。 
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○ 民事損害賠償との関係は考慮すべき問題ではあるが、労災補償

が無過失責任、民事損害賠償は過失責任であることを忘れずに議

論することが必要。また、使用者に非常に重大な責任がある場合

には、感覚的には使用者がある程度民事損害賠償責任を負うべき

だと思われ、労災保険でカバーされるからよいという考えだけで

はいけない。 

○ 長期給付の見直しも１つの考え方だが、生計維持要件の見直し

の可能性もある。未成年の子がいる世帯のように、ニーズの高い

ものに確実かつ優先的に給付されるという制度設計が必要。 

 

・特別加算について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 昭和 45年の特別加算創設当時は「高齢の妻は働くことが難しい」

という事情が説明されていたが、女性の就労促進やジェンダー平

等が進んでいる現代において妻のみに加算を設けることは合理性

が無いと考える。また、高齢の妻以外にも障害のある遺族や子供

のみの場合の生活困窮度は高いと考えられ、「55 歳以上又は一定

の障害状態にある妻」のみ加算することは政策的に適切なのか疑

問である。今回の見直しでは夫と妻の格差解消に留まらず、対象

範囲を拡大する方向で見直していくべき。 

○ 遺族（補償）等年金の特別加算については、趣旨・目的を踏ま

えれば、単純に廃止だけするという結論には至らないと考える。

特別加算が設けられた主旨は、高齢又は一定障害の妻は働くこと

が困難で生活が困窮しがちであるところ、それを防止するという

ものである。この趣旨を踏まえれば、高齢の妻という身分に着目

した特別加算という形は廃止した上で、現行の水準維持を前提に、

夫も含めて広く生活困窮の可能性がある者を対象にする方向で見

直すべき。 

○ 高齢の妻という身分に着目した特別加算を見直し、妻以外も含

めて給付日数を広く拡充する方向で検討すべき。そもそも遺族の

生活の安定という加算の目的を踏まえれば、55 歳以上や、一定の

障害状態にある妻にのみ日数を増やすという合理性は乏しく、遺

族が夫や子供の場合も含めて遺族一人の場合の給付日数の「153

日」自体を等しく底上げしていくべきで、現在の特別加算の水準

である「175 日」を妻以外の遺族についても補償することが適当

である。 
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＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 現在では、昭和 45年の制度創設時の考え方は妥当せず、妻のみ

の加算を設ける合理性は失われている。JILPT の調査報告書では、

アメリカ・ドイツ・フランス・イギリスの４カ国において特別加

算に相当する制度はなく、こうした状況を踏まえると、特別加算

制度は廃止が妥当である。 

○ 特別加算制度については、制度創設時である 1970 年（昭和 45

年）当時の考え方が現代では妥当しないというのが研究会の一致

した結論。合理性の失われた制度であり、廃止が妥当。その上で、

遺族１人の場合の給付水準については、特別加算の廃止の議論と

どのように関係するのか理解し難い。 

○ 唐突に給付水準の話が論点に挙がってくることに違和感を覚え

る。研究会での議論内容も含めて、どのような観点からこの論点

を論じるべきなのか示した上で議論していくべき。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 遺族１人の場合、配偶者や子供といった遺族の属性だけではな

く、就労の可否や賃金水準、財産などによって様々な状況があり

得る。その上で、女性の就業率が上昇していることや、男女間の

賃金格差が縮小していることなど、社会経済状況の変化も踏まえ

ると、高齢や障害の妻といった特定の属性を取り出して特別に給

付水準に差を付けるという理由は見当たらない。遺族の数に応じ

てバランスの取れた給付水準にするという考え方から、遺族１人、

２人、３人、そして４人以上のそれぞれの給付水準というのが同

程度の差になるような形で遺族１人については、175 日分とする

ことが適当ではないか。 

 

・石綿健康被害救済法における特別遺族年金について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 石綿健康被害救済法における特別遺族年金も含めて、夫に課せ

られた支給要件を撤廃する形で夫婦間格差を解消していくことが

適当。 

 

・その他の意見 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 民法では同性婚が認められておらず、それに伴い同性パートナ
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ーに遺族（補償）等年金の受給権が発生していない。しかし、性

自認や性的指向に係る社会の取組みは進んでおり、昨年「犯罪被

害者遺族給付金の対象に同性パートナーが該当し得る」とした最

高裁判決もあった。労災保険単体で検討することは難しいと思う

が、遺族（補償）等年金の同性パートナーへの支給に向けた検討

は進めていくべきではないか。 

 

（２）消滅時効に係る論点について 

・他の社会保険と異なる労災保険特有の事情について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 他の社会保険とは異なり労災保険には保険証が無い。労働者は

自身が労災保険制度の適用対象であるか明確に意識しておらず、

遺族が認識しているかも分からない。労働者性が曖昧な者が労災

事故に遭い、自身が労災保険給付の対象であることに直ちに気づ

かないケースも考えられる。こうした状況を考慮すると、早期の

消滅には合理性が無く、５年に延長することが当然である。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 社会保険制度が様々ある中で、制度によって消滅時効期間が異

なることのデメリットもあるのではないか。制度の周知不足や被

災者の心理的な課題については、労使が労災保険の申請を躊躇す

る必要はない旨を周知して解決する方が望ましく、保険制度ごと

に異なる時効期間を国民が正しく理解することのほうが社会的コ

ストが大きいのではないか。 

 

・外形的な事実だけでは給付を受けられるかどうかの予測が容易に

はできない点において、特有の事情を有するものとすることにつ

いて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 労災保険と他の社会保険とは支給要件の明確さに違いがある。

厚生年金は年齢、健康保険は病気やけが、雇用保険は失業という

外形的な事実で支給の有無が判断されるため、被保険者は保険給

付を受けられるか否かの予測が比較的容易である。これに対し、

労災保険は業務遂行性・業務起因性の観点があり外形的な事実だ

けでは容易に判断できない。また、労災保険は請求により不利益

な扱いを受けるのではないかという危惧から請求をためらうとい
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う被災労働者の心理面の課題があり、この点は他の社会保険には

ない。こうした労災保険制度の特性に照らすと、保険給付の請求

期間を他の社会保険制度と揃える必要はなく、むしろ他の保険制

度より時効期間を長くすることが妥当である。 

○ 労災保険は、他の社会保険とは異なり保険証がなく、被災労働

者自身が労災保険制度の適用対象であるか明確に意識していない。

このために、事故に遭ったとしても、自身が労災保険給付の対象

であることに直ちに気付かないことがある。労災保険については、

他の社会保険である厚生年金や雇用保険と異なり、外形的な事実

だけで給付を受けられるか不明であることなどを踏まえれば、特

有の事情がある。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 業務起因性を明らかにする必要があることから、外形的な事実

だけでは給付を受けられるかどうかの予測が容易にはできないと

いう点は、確かに労災保険の特徴的な事情と言えるかもしれない。

ただし、そのことが直ちに消滅時効期間を延長する理由にはなら

ない。2020 年の労基法改正時に災害補償請求権の２年間を維持し

た理由は、早期に権利を確定させて被災労働者の救済を図る必要

性、早期の労災保険給付請求を通じて、事業主の安全衛生対策、

再発防止対策を促進することで、これらの必要性は、今も何ら変

わらず、災害補償請求権と同じく労災保険の短期給付の消滅時効

期間が２年間であることは合理性がある。 

 

・災害補償請求権及び労災保険給付請求権に係る消滅時効期間の見

直しの要否及び 

・消滅時効期間を見直す場合の方策について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 平成 29年の民法改正で一般債権の消滅時効が原則５年とされた

一方で、災害補償請求権と労災保険給付請求権は２年に据え置き

となった。対等な市民相互間を規律する民法よりも短いという労

災保険給付請求権の消滅時効の課題は、早期に解決すべきであり、

５年に延長することが当然である。 

○ 労災事案の中には、年月を経てから周囲のアドバイスにより自

身の傷病が労災請求の対象だと気づくパターンもある。令和２年

改正法案審議における質疑にあるとおり、精神障害などの場合は、
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すぐに請求をするのは困難なケースもあり、２年での請求権消滅

は不合理ではないか。 

○ 2021 年の労働基準法改正までは災害補償請求権と賃金請求権の

消滅時効期間は同一であったにもかかわらず、賃金請求権は５年、

当面は３年と改正された。元々同じ時効期間だった制度に差を設

ける合理性はなく、早期に５年にすべき。 

○ 中間報告書の「被害者の早期の権利実現の観点から見直しは不

要」という意見は理解しがたい。そもそも時効により労災保険給

付の債務履行を免れ、利益を受けるのは国であり、逆に権利を喪

失して不利益を被るのは被災労働者と遺族である。国の利益のた

めに被災労働者と遺族が不利益を被らないといけないということ

は理解しがたく、請求権の早期消滅は被災労働者の早期の権利実

現につながらない。 

○ 労働者の中には労災保険制度の存在を知らない者や、傷病に対

する業務起因性の認識がない者もおり、更に労働者が亡くなった

場合に、遺族が死亡原因は私的なものと思い込んでいるケースも

耳にする。その中で請求権を早期に消滅させることは妥当ではな

く、消滅時効を５年に延長すべきである。 

○ 消滅時効について、使用者代表委員は、政府答弁を踏まえて延

長ありきではない議論が必要であると主張している。たしかに早

期の労災請求によって証拠の散逸などがなくなり、給付がなされ

る可能性が高まるという点は理解するが、労災請求を早期にする

ということと、時効による請求権を早期に消滅させることは別次

元の問題である。また、早期の安全衛生対策についても、請求権

の消滅と関係があるというのは理解しがたい。時効を議論した労

災保険部会で時効を徒過した件数が示されていたが、時効の到来

によって請求を諦めてしまうケースが多いことも明らかになって

いる。時効徒過による不支給件数が少ないことをもって時効延長

が不要だという結論にはならず、５年に延長すべき。 

○ 一人親方等の特別加入について、労働者だとして労災請求をし

た事案において、審査請求などから２年以上経過して結果として

不支給となるなど、療養給付などの２年の時効が消滅してしまう

という問題がある。（労災請求による）時効の中断というものが

現行もあるので、周知が必要。 
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＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 令和２年改正法案審議の政府答弁のとおり、業務起因性の立証

は時間の経過とともに困難になる。早期に権利を確定させて被災

労働者の救済を図る必要性や、早期の労災保険請求を通じた事業

主の安全衛生対策、再発防止対策の促進の必要性は今も妥当する。

また、労働政策審議会の建議では「消滅時効の見直しにあたり、

他の労働保険・社会保険と一体的に検討するべき」とされている

ことや、研究会で労災保険制度特有の事情の有無も含め統一的な

意見を得るには至っていないことを踏まえ、消滅時効期間の延長

ありきではない十分な議論が必要。なお、事業主の手続漏れ、請

求人の制度の不知・誤解等が時効期間を徒過した理由の上位とな

っていることから、事業主・労働者など関係者に対する現行制度

の一層の周知・広報に注力いただきたい。仮に消滅時効期間を見

直すのであれば、相応のエビデンスの存在が前提となるべき。 

○ 時効期間徒過件数は時効期間を知らない方が請求してきた案件

をまとめているものである。時効期間を正しく理解している方は

そもそも請求しておらず、その人数についてデータで示すことは

難しいかもしれないが、そういう者がいることを認識した上で議

論していくべき。データを見る限りは、制度の周知徹底のほうが

重要とも思える。 

 

・脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病等、発症後の迅速な保険

給付請求が困難な場合があると考えられる疾病を原因として請求

する場合に時効期間を５年に延長することについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 消滅時効を他の社会保険と合わせる必要はなく５年に延長すべ

きである。脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病など、発症後

の迅速な保険給付請求が困難な場合であると考えられる疾病に限

って５年に延長することは理解できない。一般原則である民法の

消滅時効は５年であり、それよりも労災保険給付の消滅時効を短

く設定する合理的理由はなく、疾病の種類で差を付けるものでも

ない。 

○ 脳・心臓疾患や精神障害など、特定の疾病のみ消滅時効を５年

に延長する論拠としてデータが示されているところ、確かに３つ

の疾病に関する給付の２年以上の徒過事案が多く、骨折の事案に

ついては割合が少ないが、件数で見れば骨折であっても２年超の
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事案も少なくなく、決して無視してよい数字ではない。脳・心臓

疾患など、特定の疾病に係る労災請求の時効が５年、それ以外の

骨折などの労災請求を２年とすることは、こういった事実を無視

する措置であると考えられ、原因となる疾病で時効期間に差を設

けるべきではない。また、過去の部会で給付種別ごとの時効徒過

件数と割合が示されたところ、介護（補償）等給付について時効

が過ぎたことで不支給となったものが、件数も割合も非常に高い

ということが示されていた。こうしたことも踏まえると、脳・心

臓疾患などの特定の疾病に着目して時効に差を設けることは適切

ではなく、一律に５年に延長することが適当。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 骨折と比較すれば、脳・心臓疾患や精神障害、石綿関連疾病に

おいて、最初の休業の日から２年を徒過した後に請求がなされた

件数の割合は高いが、２年を超える請求件数は、絶対数としては

少なく、このデータだけをもって特定の疾病に関する労災請求の

消滅時効期間を延長すべきとの結論を導くべきではない。過去の

部会の資料では、請求人の制度の不知・誤解、請求人が手続を失

念していた、事業主の手続漏れ、書類の不ぞろい、紛失等のため

の手続遅怠といった理由が挙げられており、これらの理由を踏ま

えると、まずは事業主や労働者、医療機関など、労災保険給付の

請求手続の関係者に対して、現行制度の周知広報に注力すること

が先決。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 他の社会保険と比較した労災保険の特殊性を認めた上で、一部

の疾病に関わる場合にのみ療養補償給付等の消滅時効を５年に延

長するという変則的な対応によって、労働者にとってかえって分

かりにくい制度とならないか懸念。私見だが、療養補償給付等に

ついて、その支給原因となる傷病を問わず、労働基準法の賃金と

同じように５年の消滅時効としていくことが望ましい。同時に、

他の社会保険制度とも足並みをそろえることが望ましく、これは

制度横断的な検討をすべき問題。 

○ 一部の疾病について消滅時効期間を異ならせることは、好まし

くない。石綿関連疾病を５年とすることはデータからも適切であ

ると思われるが、脳・心臓疾患と精神障害については特別に５年
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とすることが適切であるかは、判断が困難である。特に精神障害

については、その原因がハラスメントである場合、時間が経過す

ることにより、業務上認定が難しくなるのではないか。 

 

・労働基準法の災害補償請求権についても、労災保険給付請求権と

同様に、消滅時効期間を延長することについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 労働基準法の災害補償請求権の時効期間は、労災保険給付請求

権とともに、一律に５年へ延長すべき。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 労災保険給付請求権を延長すべき立法事実はないと考えている

ため、労働基準法の災害補償請求権の消滅時効期間を延長する必

要もない。 

 

（３）社会復帰促進等事業に係る論点について 

・特別支給金等の処分性を認めることについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 給付的な社会復帰促進等事業で処分性が認められていないのは

特別支給金及び一酸化炭素中毒措置法に基づく介護料支給費のみ

であり、被災労働者が審査請求をできないのは不合理である。処

分性を認め、被災労働者に審査請求の機会を保障すべき。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 研究会中間報告書のとおり、特別支給金も含めて処分性を認め、

審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当。 

 

・給付的な社復事業の不服申し立てを労働保険審査官及び労働保険

審査会法の対象とすることについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 審査請求の手続きについて、被災労働者に二重の負担を強いる

べきではなく、社会復帰促進等事業の審査請求も労働保険審査官

及び労働保険審査会法の対象とすべき。ただし、これに伴い労働

保険審査会等の負担が増えることも予想されるため、体制整備も

必要。 
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＜公益代表委員の意見＞ 

○ 給付的な社会復帰促進等事業に対する不服申立てについては、

保険給付と同様に労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象と

すべき。 

 

（４）遅発性疾病に係る労災保険給付の給付基礎日額に係る論点に

ついて 

・有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有

害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額

について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 発症時賃金を原則とし、発症時賃金がばく露時賃金より低くな

る場合はばく露時賃金を用いる方向で見直すべき。年齢や勤続年

数に応じて賃金上昇する形態が一般的である中で、例えば、50 歳

代で疾病を発症した場合、その賃金は疾病の原因となる有害作業

に従事していた若いころの賃金より高くなることが多い。それに

もかかわらず数十年も前の若い頃の賃金で給付基礎日額が算定さ

れるのは労働者に酷であり、見直すことが妥当。 

○ アスベストの疾患はばく露から発症までの期間が通常 30～40年

とされているが、ばく露から 10年で発症し、亡くなった者もいる

と聞いている。発症までの期間に個人差があり、こうした実態に

即してしっかり給付が受けられるようにするべき。また、ばく露

から発症までの期間における働き方は多様であり、発症まで長期

にわたるケースもあることを加味すると、その被災労働者の生活

保障ができる仕組みとすべきである。加えて、今後もアスベスト

を含有した建物の工事でアスベストにばく露する可能性があるこ

とを踏まえると、アスベスト疾患の発症の危険はまだあるものと

考えられ、給付基礎日額についてきちんと対応するべき。 

○ 遅発性疾病に係る労災保険給付の給付基礎日額の算定は、発症

時賃金を原則とし、例外として、発症時賃金がばく露時賃金より

も低くなる場合には、ばく露時賃金を用いることが適切。使用者

側から、発症時の生活保障という趣旨を踏まえると、発症時賃金

がばく露時賃金より低い場合に遡って、ばく露時賃金を用いるこ

とについて考え方を整理すべきという意見があったが、考え方の

一貫性という意味で言えば、原則は発症時賃金で、例外がばく露

時賃金より発症時賃金が低い場合のみという形で明確に原則と例
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外の関係を示せば、一定の整理ができるのではないか。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ ばく露時より発症時の賃金が高くなった場合に、給付基礎日額

の算定に発症時賃金を用いるのは、労災保険給付が生活保障であ

るという立場に立てば理解できる。しかし、その立場に立ったと

き、ばく露時より発症時の賃金が低くなった場合に敢えてばく露

時賃金を使うのは、同じ生活保障の考え方から説明することが困

難。国の制度として公の財源を使うのだから、考え方を整理した

上で制度運用をしていくべき。 

○ 給付基礎日額の算定に当たり、発症時賃金を原則とする場合、

中間報告書に記載の通り、被災労働者が有害作業に従事した最終

事業場に対するメリット制の適用に際しては、ばく露時賃金を基

礎とした給付のみを加味するべき。 

○ 給付基礎日額の算定に当たって発症時賃金を原則として用いる

場合、発症時賃金がばく露時賃金より低くなる場合には、ばく露

時賃金を用いることに関して、方向性に反対はしないが、この労

災給付の役割の位置付けと考え方を整理することが必要。 

 

・有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に

発症した場合における給付基礎日額について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 退職後の発症の取扱について、詳細な検討が必要。発症時にた

またま無職で収入がないからといって数十年前の賃金をベースに

算定すると十分な補償を受けられない可能性が高い。そもそも給

付基礎日額は、原則として労働基準法第 12条の平均賃金に相当す

る額とされているところ、同法第 12条第８項で平均賃金を算定で

きない場合は、「厚生労働大臣の定めるところによる」と定めら

れている。この条文に基づき発出されている通達では、「離職時

の賃金額が不明なときは、同種業務に従事している労働者の賃金

から推認する」という方法が示されている。この通達の考えも参

考に、例えばばく露時賃金と推認される発症時賃金を比較し高い

方を取るという方法も考えられるのではないか。 

○ 発症時に無職であったときの給付基礎日額の考え方について、

ばく露時賃金を用いることには賛同できない。発症時に何らかの

理由でたまたま失業している場合であっても、アスベストなどの
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遅発性疾病を発症した瞬間は無職だからというだけの理由で何十

年も前の賃金で労災保険給付を算出することは、不幸にして労災

に遭った労働者の生活保障の観点で十分とはいえない。 

○ 建設業のアスベスト関係は、ばく露してから発症までの期間が

人それぞれで、通常の 30～40 年の他、10 年ほどで発症するケー

スもある。国も防止策を展開しているが、現在も、既存の住宅等

の建材にアスベストがあり、それを解体したときにアスベストに

ばく露する可能性もあることは間違いない。どうしても賃金の算

定ができない方の救済という意味では、発症時賃金を原則として

算定することは必要。 

 

３ 徴収等関係 

（１）メリット制に係る論点について 

・メリット制の意義・効果について 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ メリット制については、今日的にその役割を果たしているのか

効果検証を行った上で、制度としての在り方を検討する必要があ

る。この点、研究会で検証は一定程度行われたが、十分とは言え

ない。例えばプラスでメリット適用されている事業場では一定効

果があると思われる一方で、マイナスでメリット適用されている

事業場ではその効果が判然としない。また、労災かくしにつなが

っていないということの検証も不十分。研究会では、送検事例の

中で労災かくしの動機にメリット制を挙げたケースはゼロとの結

果をもって「労災かくしの…影響は確認されていない」と結論付

けているが、労災かくしの動機としてメリット制を明示的に挙げ

ていなくても「監督署からによる司法処分や行政処分を受けるこ

とを懸念した」という回答の中に含まれている可能性もある。そ

うした中で「メリット制は存続させ、適切に運用することが適当」

と結論づけることは時期尚早である。改めて、災害防止効果や労

災かくし等の動機について詳細な分析を行った上で、メリット制

の現行の増減率や適用の要件、更には制度の是非も含め、根源的

な検討を行う必要があるのではないか。 

○ メリット制の災害防止効果について研究会で一定整理されたと

いうが、マイナスのメリット制適用事業場における効果は判然と

しない。マイナスのメリット適用がなされた事業場は、メリット

制がなくとも被災者数が０である可能性や、災害防止の取組をし
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た可能性も考えられる。プラスのメリット適用がなされた事業場

における効果は認めうるが、メリット制の廃止を求める声がある

ことを踏まえると、存続という結論ありきではなく、労災かくし

につながる懸念の払拭や是正も含め、制度の在り方の検討が必要。 

○ メリット制について、労災かくし、事業主からの報復行為や不

利益取扱いに関する懸念の実態把握を行い、その結果も踏まえて

制度の在り方について議論をしていくことが必要。併せて、諸外

国におけるメリット制の効果や課題について、調査や分析を進め

ていただきたい。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 研究会で示されたメリット制の検証結果について、事業主の負

担の公平を図ること、事業主の自主的な災害防止努力を促進する

ことについて一定の効果を裏付けるものと認識している。労災か

くしの動機に係る調査結果についても、メリット制が労災かくし

につながるという仮説を証明するものではないと考えている。中

間報告書の結論に従い、メリット制を適切に運用し、存続させる

べき。 

○ メリット制は今後も必要である。労災保険は保険事業であり、

リスクに見合う保険料が原則であるべき。日本の民間保険におい

ても、メリット制の導入で、事故の発生を抑止している効果が出

ている。諸外国においても同様のものが見られるところ、諸外国

の労災保険においてメリット制のようなものがあるか整理いただ

きたい。 

○ 企業の安全対策は、メリット制があるからではなく、あくまで

働く仲間が業務上の怪我はあってはならないという動機で行われ

ている。現実的には企業ごとに労災保険給付額の多寡があること

から、これを保険額にも反映させるべき。労災かくしを助長する

懸念についても、自社で起きた労災事故における聞き取り調査の

中でメリット制への影響を言及する事例は一例もいなかった。 

○ 労側委員の指摘する「マイナスでメリット適用されている事業

場ではその効果が判然としない」については、資料中に記載のと

おりと考える。 

○ メリット制が労災かくしを助長しているという指摘について、

そのエビデンスをお示しいただきたい。仮に合理的根拠があると

しても、労災かくしの動機に係る調査を見ると、発注を受けられ
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なくなることの懸念などが労災かくしにつながっていることが伺

われる。労災かくしは刑事事件として書類送検され、公共工事で

指名停止にもつながりうるということを改めて周知徹底すべき。

企業にとり甚大なレピュテーションリスクにもなる。 

○ データの取得が可能な範囲で、メリット制の効果検証を継続す

ることは反対しないが、研究会委員の意見が一致する形で制度の

適切な運用が提言されており、制度自体の根源的な検討は必要な

い。 

 

・有害業務に従事した事業場を退職した後、別の事業場で発症した

場合における給付基礎日額について、疾病の発症原因となった有

害業務への従事が行われた最終事業場に対するメリット制の適用

について 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 仮に、原則として発症時賃金を用いるとした場合、研究会報告

書のとおり、有害業務への従事が行われた最終事業場に対するメ

リット制の適用において、被災労働者のばく露時賃金を基礎とし

た給付のみを加味すべき。 

○ 被災者保護とは別の観点であり、研究会の結論のとおりである

べき。 

 

・メリット制を存続させ適切に運用すること及び継続的にその効果

等の検証を行うことについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 現時点で、メリット制に効果があり、今後もメリット制を続け

て行くという結論を導くのは時期尚早。研究会での検証は一歩前

進と考えるが、決して十分とは言えない。また、メリット制によ

って保険料が上がった事業主が被災労働者に対して報復行為や不

利益取扱いを行うことの懸念に係る検証もされていない。現場か

ら聞く中では、労災申請をした労働者の配置転換をするだけでな

く、申請協力者にも力関係の差を利用して会社の意に沿う陳述を

させるといった事例も聞く。こうしたことの実態把握をした上で、

制度の在り方の検証が必要。なお、諸外国のメリット制の状況に

ついては、制度の有無だけではなく、災害防止効果や課題、さら

にはその課題への対応状況などについても調査・分析をお願いし

たい。 
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＜使用者代表委員の意見＞ 

○ メリット制による保険料負担を減らすために災害防止努力をす

るかは、事業主により様々な考え方があるところ、保険制度であ

る以上は、給付の原因を起こした企業とそうでない企業における

負担の差を設けることは当然であり、諸外国も同様の考え方でメ

リット制を敷いているものと思う。 

○ 事故を起こすと保険料が上がるという心理的抑止力は必要であ

り、JILPT の調査によれば、ドイツ、フランス、アメリカといっ

た諸外国の労災保険制度においてもメリット制が採用されている

事実からそういった効果を類推できることからすると、安全な労

働環境のためにもメリット制は必要。 

○ 民間保険の自動車保険においても事故を起こさなければ保険料

は安くなる。メリット制によって労災かくしが発生するという主

張についても、研究会では認められないとの結論であり、自身の

経験でも成り立たないと思っているため、メリット制を存続すべ

き。 

○ 研究会で示された効果検証は、メリット制の目的である事業主

の自主的な災害防止努力の促進と、事業主の負担の公平性の確保

について、一定の効果を裏付けるものと認識。効果検証の継続に

反対はしないが、制度を存続させて適切に運用すべきであり、根

源的な検証をする段階にはない。 

 

・労災かくし及び労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主

による報復行為や不利益取扱いに繋がるといった懸念及びその実

態を把握することについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ メリット制を原因とした不利益取扱いに関する明示的なデータ

はないが、被災労働者に対する不当な配転や、労災申請協力者に

対する圧力など、現場からは労使の力関係の差を利用した対応が

あると聞く。そうした点について調査をして、国として実態を把

握すべき。 

○ 建設業においては、働き先によっては労災かくしの排除はまだ

十分ではないと考える。ゼネコン現場では徹底されてきているの

は事実だと思うが、それ以外の現場ではあると考えられる。労働

者は声を上げにくい、弱いものの立場にあるということを踏まえ
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て、運用をきちんとしていくべき。保険料を支払っている事業主

側から見れば、メリット制のために労災かくしは起きていないと

いう話になるのだと思うが、結果的に労災かくしが発生している。

実態把握の結果に基づき、必要な検討を行うべき。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ メリット制によって企業が労災かくしをするかについては、労

災かくしをするリスクを負ってまでそのようなことをするという

エビデンスが必要ではないか。 

○ メリット制による労災かくしや被災労働者等への不利益取扱い

に対する懸念については、エビデンスを示していただく必要があ

り、対応策の検討に当たっては、具体的にどのような行為がなさ

れたのか、その原因などを把握する必要がある。研究会報告書は、

制度の意義を損なう影響は確認できていないとの結論であり、実

態把握ができていない以上は論点として扱うことも疑問。 

○ メリット制に伴う懸念については、研究会中間報告では、制度

の意義を損なうほどの影響を確認できないとされており、可能性

やおそれにとどまらず、エビデンスが伴わない懸念を議論の前提

とすることは適切とはいえず、実態を把握することが重要。その

際には、具体的にどのような行為があったのか、それが事業主に

よる報復行為や不利益取扱いといえるものか、また、その原因は

何か、メリット制との間に因果関係があり得るかを含め、正確に

事案を確認し、分析する必要がある。 

○ 保険である以上、災害の発生率、発生件数に応じて料率を設定

するという考え方について、業種別に料率が設定されており、こ

れを企業別も適用するという考え方は、保険として当然の考え方

と理解している。名称からすると企業側がメリットを得るような

仕組みと見られるが、損得ではなく労災保険財政に与える影響の

度合いに応じて保険料を負担しているというだけに過ぎない仕組

みと考えるべき。このようにメリット制は保険として当然に含ま

れるべき考え方であり、これを廃止するかどうかという議論につ

いては、災害を助長する、労災かくしや事業主による報復行為に

つながっているという明確なエビデンスがあって初めて議論の俎

上に上る話ではないか。こうした調査を行うということついては、

どこまで意義があるのかとも考えられるが、調査自体を否定する

ものではない。 
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○ メリット制の適用によってプレッシャーがかかるという事例は

ないのではないか。研究会報告書でもないとされており、実際に

もし事例があるのであれば、具体的な事例を出していただき、そ

れを解決していくべき。 

○ 労働者代表委員からも実態把握について進めてほしいというご

要望があったところ、使用者代表委員としても実態把握をお願い

したい。具体的にどのような行為があり、それが会社の事業主に

とっての権利の濫用、解雇権や人事権といった権利の濫用につな

がるものではないか、その範囲も含めて、正確な把握と分析が必

要だと考える。 

○ メリット制の実態調査を行うことに異論はない。報復行為が事

実としてあると判明した場合、労災保険制度の趣旨に沿った運用

が行われるべき。ただし、それぞれの事案には個別の事情があり、

仮に調査をした中で、報復行為が疑われるケースが出てきた場合

であっても、ごく少数の事案が大局的な観点での懸念の裏づけに

直接つながるかどうかというのは疑問があり、結果を見ながら慎

重に検討する必要がある。また、報復行為があるという調査結果

が出たとしても、それはメリット制の運用を行う上での課題であ

り、メリット制自体を否定するような議論にはならないと考える。 

 

（２）労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題に係る論点について 

・労災保険給付の支給決定（不支給決定）の事実を、事業主に対し

て情報提供することについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 事業主に対する情報提供は慎重であるべき。職場で業務災害が

発生した場合は、再発防止措置を取るのは使用者として当然の責

務であり、労災保険給付の支給の有無にかかわるものではない。 

○ 労災保険給付の支給決定事実を事業主に情報提供するとなると、

事業主はメリット制適用で保険料が上がることを見据えて「将来

の保険料が上がるのは労災認定されたせいだ」として、被災労働

者や遺族、更には被災労働者に協力する資料提供者や証言者など

に不当なプレッシャーを与えることが懸念される。「手続保障」

と引き換えにこうしたことが横行しては、労災申請の委縮にもつ

ながりかねない。こうしたことは委員に配付された各団体意見書

でも指摘されていることからも、情報提供は慎重であるべき。 

○ 負傷であると物理的な問題、けがの場合は見た目にも非常に分
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かるが、疾病についてはそういった問題が事前に分かるというこ

とでもなく、実際にどのような労働環境で働いていたかというこ

とを含めて非常に機微な問題。労働者に影響がないようにする必

要がある。 

○ 事業主として、なぜ労災支給決定などの情報がないと再発防止

ができないのかが理解し難い。労災保険の支給不支給にかかわら

ず、事故の際は事業主として再発防止を講じることや検討するこ

とは当然である。 

○ 使用者側委員からは、障害等級や傷病等級も情報提供をすべき

という話があったが、被災労働者にとって機微な障害等級の情報

がないと再発防止ができないということは全く理解できない。そ

もそも事業主としては、請求時の事業主証明や監督署の調査協力

を通じて請求があることは把握しているはずであり、そうした情

報をもとに社内で事故内容を調査し再発防止に努めるのが筋であ

り、情報提供は不要。 

○ 災害防止について労使一体でという指摘があったが、労使一体

という前提が崩れているケースもあり、情報提供することはいか

がなものかと思う。事業主の協力が得られないケースについては、

通知に値せず、効果もないものと考える。 

○ 支給不支給の情報提供、メリット適用事業主への労災保険料の

算定情報、いずれも被災労働者が被るデメリットを踏まえれば提

供すべきでない。そもそも、労災の情報の有無にかかわらず、事

業場の事故は事業主として原因分析、再発防止は当然の責務であ

る。労災保険給付の情報がなければ、対策ができないというので

あれば、その方が問題。 

○ 研究会報告書の結論を重視すべきとの意見もあるが、あくまで

研究会報告書であって、参考にはするが、本部会の議論を縛るも

のではない。労働側としては、限定的であっても情報提供する必

要はないと考えている。その前提で、支給不支給の情報は全く知

らせる必要はなく、特に支給決定金額や算定基礎減額理由などの

提供は論外。使用者代表委員は再発防止に役立つというが、こう

した情報があろうがなかろうが再発防止はすべき。また、労災保

険給付の金額的な情報は、事業主が再発防止策を講じる上で何ら

関係がない。 
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＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な

情報であり、保険料を事業主が全て負担していることからすると、

労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事

業主に通知すべき。 

○ 輸送や作業の現場は、労働災害の頻度や強度が高く、安全対策

の早期の反映、他の労働者への情報提供の観点で、意義や期待さ

れる効果が大きい。 

○ 労災保険料を 100％負担している当事者の立場からすれば、支

給、不支給の情報を企業に情報提供するべき。個人情報への配慮

は必要であるものの、請求の段階で企業が情報を知っている以上

は、結果の通知の有無によって企業側が何かすると言うことは考

えにくい。また、企業から被害者家族への補償手続面でも、支給

状況を事務的に照会しなければならず、心が痛む。 

○ 事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の

内容を知ることが重要。個人情報への配慮は必要であるが、全て

の事業主に情報が提供されることが必要である。また不当な圧力

が生じるとの意見も、仮に圧力をかけようとするのであれば、労

災請求への証明や監督署の調査の際に事業主が把握した段階で同

様の事態の発生が想定され、支給、不支給の決定の通知を契機と

して生じるものではないと考える。むしろ早期の災害発生防止を

促すという観点で、事業主には情報提供されるべきではないか。 

○ 請求人の求めに応じて監督署が処分理由を説明していると聞く

が、類似の業務災害に係る再発防止の観点から、事業主にも同様

の機会を設けていただきたい。個人情報や機微情報に関して、傷

病名等については要配慮個人情報であり、行政も取扱いに留意す

べきものであると考えられるものの、事業主の証明や監督署の調

査からすると、労災保険請求の事実を事業主は一般的に把握して

いる。事業主は労災給付に係る証明や調査協力義務があること、

保険料に影響があることに加えて、類似の災害の再発防止努力も

求められる。このような中、労災保険給付の障害等級や傷病等級

に関する情報を含めて提供されることが適当。情報提供範囲を過

度に狭めたり、手続きを複雑にしないようにすることが重要。 

○ 事業主への情報提供については、研究会中間報告書では、支給

不支給の決定の事実を事業主に提供すること、労災保険率の決定

の基礎になった情報を提供することが適当と結論付けられた。学
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識経験者の意見も一致しており、重く受け止めるべき。その上で、

事業者の事業場内による災害の把握及び防止対策が重要であると

ころ、業務起因性のない災害まで事業主が効果的な対策を打つの

は現実的ではなく、その意味で労災保険の支給不支給の結果とそ

の判断に至った理由を提供いただきたい。とりわけ、脳・心臓疾

患、精神障害については業務起因性の判断が難しく、監督署がど

のように判断したのか、請求人同様にその理由を教えていただく

機会を設けていただきたい。 

○ 事業主への情報提供については、メリット制による保険料の還

付の際に労働災害であったことを初めて知ったケースもあったこ

とから、再発防止の観点と共に業務起因性があったということを

お知らせいただきたい。通知をしないメリットはないと思ってお

り、事業主から被災労働者等へプレッシャーがかけられるとの意

見についても、それは労災請求を出すタイミングで発生するもの

であり、支給決定の段階でプレッシャーが生じることはないと認

識している。 

○ 事業主への情報提供について、事業主は死傷病報告の提出義務

が課せられているところ、死傷病報告は就業中や事業場内、その

付属建物内における休業や死亡を対象としていることから、報告

対象は業務上の災害に限らないが、適切かつ有効な再発防止対策

が現実的なのは業務上の災害である。会社として業務起因性がな

いと考える場合であっても、監督署が業務起因性ありと判断した

ことは非常に重みを持つものであり、他の類似の災害防止を効果

的に行うにあたっても、業務起因性の有無や理由の確認は必要。 

○ 労働災害の防止のため労使一体となることが不可欠であり、ま

た、労災請求手続きへの協力や、再発防止への対応、保険給付で

賄えない部分を補償する責任、及び労災保険料を全額負担してい

ると言った事業主の果たす役割を踏まえると、請求人と同じ情報

をもらえない方向で議論が進むのは違和感を覚える。労災の支給

決定に係る全ての情報を事業主に情報提供することを出発点とし

て、どうしても不都合がある項目について例外的に提供しないこ

とが適切。その際、どのような理由で提供できないのか、個人情

報保護法制の扱いを所与とはせず、労災保険給付の特性に照らし

た検討が必要。労災保険給付に関する情報も、個人情報保護法の

例外規定を設けることで、災害防止に役立て、手続き保障の確保

を図ることが可能ではないか。 
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○ 労側委員の労使一体という前提が崩れているケースを原則とし

て議論することは違和感がある。しかるべき時期に情報提供を、

事業主にいただきたい。精神障害など判断が難しい疾病について

も、事業者側の対応の必要性を考えると、業務起因性の判断理由

を情報提供いただきたい。 

○ 使用者の災害補償責任を基礎とした労災保険制度であり、実際

に請求されている内容について、情報提供いただければ次の災害

防止に資すると考えている。 

○ 労働者代表委員から、労災に非協力的な事業主の話があったが、

これをなくすためにも、業務起因性について、お互いに認識する

ことが必要。これがわからないと災害防止につながらない。労使

共に、目指すところは同じと思っている。 

○ 労働災害には業務起因性がないと考えられるものもある中、適

切かつ有効な対策を取ることができるのは業務上の災害であり、

業務起因性の有無、理由を確認することで、類似の災害を防止す

るにあたり、効果的な対策を講じることができる。労災保険給付

の支給不支給の情報提供は不要との意見についても、災害防止は

職場の皆の問題であり、安衛法に基づき労働者も事業者等への協

力義務もあるところ、私生活や身体の脆弱性が一因となる場合、

実効性のある対策は困難。また、労基法上、労働基準監督官の調

査には真摯に協力する必要があり、虚偽陳述などには罰則もある。

労災請求の心理的な負担についても、国の制度の下で給付を受け

るためには、労働者のみの主張だけではなく、監督署の判断が必

要であり、そのために事業主の証明、監督署の調査協力などを必

要とする制度となっている。心理的な負担と情報提供がされるこ

とを区別して考えるべき。情報提供を制限して、手続き保障の余

地を狭める、災害防止努力の範囲を狭めるのではなく、労災の適

正な申請給付を促すためにどのようにすべきかが本質論ではない

か。 

○ 支給要件を満たしていることを監督署が判断するために、請求

人の主張だけではなく、労災事故の一方の当事者である事業主に

対しても、証明調査への協力を必要としている。また、事業主の

意見申出の制度も設けられており、この事業主へ決定の結果も説

明されるという通達も発出されている。事業主に保険給付決定の

結果を一定程度説明しているということは、事業主への情報提供

を行う妥当性を行政として認識していることの表れと認識。この
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通達では、事業主の意見申出制度の趣旨として、事業主は、労働

安全衛生法等に基づき労働者の健康管理に責任を有する立場にあ

り、事業者が労災事故の一方の当時者でもあることを指摘。その

ような立場の事業主の照会に応じ、請求人に対してと同様の情報

を提供することはバランスの観点からも適切。個人情報保護法や

情報提供を制限するという方法を前提・所与とすることなく、労

災保険制度や事業主の立場や役割に照らし、必要な対応策を検討

することが適当。また、国の制度である労災保険給付が適切にな

されることは、保険財政の規律や労働者間の公平性確保の観点か

らも大事。労働基準監督官の調査には、事業主、労働者ともに真

摯に協力する必要があり、労基署の尋問に対しては、虚偽の陳述

や供述拒否には罰則も設けられている。当該事業所等での類似の

事故の再発を防ぐという観点からは、労働安全衛生法上、事業者

が安全健康確保義務を負うとともに、労働者も必要事項の遵守や

事業者等の措置への協力義務を負っている。私生活や事業者が予

見可能でない身体の脆弱性が一因となる場合、実効性のある対策

を講じることは困難。適切な安全対策が講じられていない場合、

作業等の過程で、他の労働者にも予期せぬ危険が及ぶおそれもあ

る。このようなことを労使一体で取り組んでいくことが重要であ

る。労災であれば、請求をためらわずに行い、適正な補償を受け

られるような環境を構築することこそが本質。プレッシャーがあ

るという指摘についても、情報提供の観点でのみ議論することな

く、懸念の解消方法を含め、実態把握をし、どのような対応が必

要かの議論を共に行っていきたい。 

 

・提供される情報を被災労働者等への通知項目のうち支給決定金額、

算定基礎、減額理由等を除いた項目（支給（不支給）決定の有無、

処分決定年月日、処分者名、処分名（＝給付種別））及び被災労

働者名とすることについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 使用者代表委員から、幾度となく再発防止を講じるためにも、

請求人と同じタイミングで同じ情報を提供してほしいという意見

が述べられているが、労災支給決定情報の有無にかかわらず、事

業所で何らかの事故が起こった際に再発防止を講じるということ

は、事業主として当然の責務である。 

○ 使用者側委員から、労災認定の理由について監督署に照会した
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場合には、可能な範囲で開示いただきたいというような意見につ

いても、到底認められない。認めてしまうと、労災申請に非協力

的な事業主などが労災支給決定に至ったのかというところを根掘

り葉掘り聞き出し、その情報をもとに、被災労働者、証言者への

不当な圧力などをかけるということが容易に想像できる。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 事業主としての安全対策はもちろんのこと、被災者や遺族への

災害補償責任を負っていることからすると、保険給付額の情報が

ないとこれを適切に行うことはできない。平均賃金など保険給付

請求の情報から推算は可能かもしれないが、正確な保険給付の情

報がないと、個別企業における災害補償責任の事務履行が適切に

なされない。事業主に提供することの不都合が、その不利益を超

えることにならない。 

○ 労災の防止は労使が一体となって取り組む課題。特に、メンタ

ル系疾患や喫煙が原因になり得る疾患は、事業主にどのような問

題があって認定されたのかを明らかにしていただくことが再発防

止には不可欠。被災労働者にとって知られたくない情報はあるか

もしれないが、認定に至った理由を事業主が知らないと的外れな

対策を取ってしまうかも知れず、危険が潜在するような作業を継

続させることにもなってしまう。 

○ 情報提供の範囲について、研究会の中間報告では、特に限定さ

れてはいないという認識であり、当部会でも個別の項目に関する

十分な議論がなされたとは認識していない。 

また、個人情報や機微情報として保護すべきなのかという点も、

特に細かい議論はされていない認識であり、事業主の手続保障に

着目しない形で情報提供の範囲を絞るという提案が出ており違和

感がある。中間報告を踏まえ、事業主に提供される情報の内容は、

早期の災害防止に取り組む上で必要であるということ、労災保険

の保険料負担が労働基準法の災害補償責任を基礎としていること、

労働保険料の認定決定処分の取消訴訟等における手続保障を確保

することの３点を議論して、情報提供項目を検討するべき。提案

されている情報提供内容では不十分であり、早期に実態を把握し

た上で、情報提供を原則とする方向での検討が行われること、さ

らに中間報告をきちんと踏まえた上で項目の検討がされることを

希望する。 
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○ 支給決定で教えたくない事実が労働者側にあるかもしれないが、

プレッシャーがかけられることをなくすことに注力すべきであり、

そのために保険給付等の決定内容を教えないという議論をすべき

ではない。隠しながら事故が減ることは確実になく、互いに事実

を共有しながら労災をなくしていくべき。目指すところは同じな

のに、隠すことが正義とされることは納得できない。是非、同じ

内容を共有して、業務起因性があったのか、どこが悪かったのか、

お互い気をつけることは何なのかということを目指していければ

と考える。 

 

＜公益代表委員の意見＞ 

○ 療養給付は被災労働者への通知はないが、事業主には通知する

のであれば、被災労働者にも通知すべきではないか。また、災害

補償責任が労基法第８章にあり、労災保険法に基づく給付がなさ

れれば、使用者は補償の責を免れる。労基法の解雇制限もある。

労働者の疾病等が業務災害か否かは、使用者が労基法の義務を果

たすために必要な情報であり、これまで事業主に情報提供が一切

されなかったことについて疑問に思う。事業主に対して情報提供

がなされれば大きな前進だが、論点に記載の情報提供項目は災害

防止努力の観点、すなわち労災保険法の観点から出されたものと

思われ、労基法の使用者責任、保険料負担者としての使用者とい

う観点からすると、事業主に更に情報提供することは当然。 

 

・メリット制の適用を受ける事業主に対して、労災保険率の算定の

基礎となった労災保険給付に関する情報を提供することについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ メリット制適用事業主に、労災保険給付に関する情報を伝える

ことは問題が大きく、「提供すべき」とする研究会の結論には賛

同できない。あんしん財団最高裁判決でいう「手続き保障」は、

不服申立て又は取消訴訟の際に、当該保険料認定処分自体の違法

事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が

基礎とされたことにより労働保険料が増額されたことを主張でき

るという機会の保障を言っているのであって、事業主に労働保険

料増額の根拠を伝えるべきということを言っているわけではない。

行政不服審査や訴訟手続きが始まってから国が必要な情報を開示

すればよく、保険給付の決定時に情報提供する必要はない。「手
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続き保障」という観点で事業主に労災保険給付の情報を提供する

ことはデメリットが大きい。 

○ 労働者側としては情報提供自体に反対であり、情報提供の範囲

については踏み込まないが、労災保険給付の支給決定情報には病

歴、障害と言った労働者にとってはセンシティブな情報が含まれ

ていることから、こうした情報を事業主に提供するとなると、労

災請求をためらってしまうことにもつながるため、断固として認

められない。また、ハラスメントなど、同僚の証言が重要な労災

請求もあるが、情報提供されれば報復や不利益をおそれ、協力し

なくなる可能性も考えられる。これらからすれば、算定根拠情報

の事業主への情報提供はされるべきではない。事業主には、労災

保険給付情報の提供如何にかかわらず、安心して働ける職場環境

づくりを行っていただきたい。 

○ メリット制適用事業主に伝達すべき情報は、「労災保険率決定

通知書」に示されている現行の情報で十分ではないか。そもそも

労働者に通知される労災保険給付の決定情報の内容は「業務に起

因する疾病と認められないため支給決定しません」といった程度。

そのような状況であるにもかかわらず、「手続き保障」という観

点から事業主に保険給付に関する情報提供を充実させる必要があ

るとは思えない。仮に労災保険給付に係る算定情報を提供すれば、

自身の労災請求によって事業主に経済的不利益を与えたことが可

視化され、被災労働者の労災請求の委縮につながる。限定的な情

報であったとしても伝えるべきではない。なお、労災保険給付の

決定情報の有無にかかわらず、事業主は災害防止体制を構築しな

ければならない。現行の情報提供で十分。 

○ メリット適用事業主への給付総額の情報提供もするべきではな

い。特に被災労働者個人別の情報提供、障害等級などの情報提供

は論外。個人の特定につながる情報提供がされると、自身の給付

が経済的不利益に結びついたことが可視化され、情報提供を受け

た事業主からの不利益取扱いや証言の協力の委縮を招きかねない。

労働者側としては、全ての情報について、事業主への提供は不要

と考えている。その上で、現在の論点立てでは、情報提供を受け

た事業主による報復行為防止の措置、問題が生じた場合のサンク

ションが示されておらず、検討を行う前提にさえ立っていないと

考えている。 
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＜使用者代表委員の意見＞ 

○ メリット制で労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付に

関する情報が提供されないのは、保険料の負担者としては是認し

難い。認定決定に係る事業主の手続保障の観点からも重要な要素

であり、この点からも事業主に対して情報提供が必要。メリット

収支率の計算式を含め、計算式を明らかにしていただきたいと考

える。 

○ メリット制の影響を受ける企業側の立場として、当然にして情

報提供はされるべきである。企業側としては、料率の増減結果の

みを通告され、これを受け入れて対応させられるのは納得しがた

い。 

○ 事業主に対する支給不支給の事実、保険給付に関する情報、メ

リット制の適用を受ける事業主に対しては収支率の計算式を含め

て、事業主の手続保障の観点からも、請求人に通知される情報と

同じものを同じタイミングで教えていただきたい。 

○ 労災保険の支給、不支給決定の段階に至る前から、事業主は災

害の再発防止努力が必要である。情報が適切なタイミングで知ら

されることで、労災防止の観点からも事業主がより重要に受け止

めることとなる。特にメリット制適用事業主については、メリッ

ト制に影響が出るのは３年後であるところ、もっと早い段階から

通知されることが、災害防止の観点から必要。個人情報には配慮

が必要だが、事業主も様々情報提供していることからすると、そ

こも配慮した形で情報提供いただきたい。 

○ あんしん財団最高裁判決の解釈について労使で見解が分かれて

いるところ、労働保険料の認定決定処分の中で労災保険の支給不

支給処分を争うには、個別の労災保険給付に関する具体的な情報

が必要。情報がないと、不服申し立て等の必要性の判断が困難と

なることから、あらかじめ情報提供いただくことが必要と考える。 

〇 平均賃金として証明した事実が違っている場合についても、事

業主には訂正後の金額も提供されないとなると、事業主が個別支

給額を算定することは困難。メリット制の適用に個別事案がどの

程度寄与するか正確に把握することはできない。算定基礎に含め

るべきでない給付を事業主が判断・立証することは困難であり、

給付総額だけでは実質的な手続保障は確保されない状況があり、

そのような状況は早期に解消されるべき。 
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＜公益代表委員の意見＞ 

○ 私見としては、最高裁判決の趣旨に即して事業主の手続的保障

が図られていると言えるためには、事業主に対してメリット制の

増額の原因となった保険給付を特定できる程度の情報提供が必要。

研究会においても、病歴等の機微情報について慎重論はありつつ、

手続的保障の観点から情報提供が必要であるとされた。論点に示

された「納得度を高める」は情報提供の趣旨目的を完全に変更す

るものであり、情報提供の正当化には不十分。 

 

・提供される情報は、当該事業場のメリット制に反映された保険給

付に係る当該メリット算入期間における保険給付、特別支給金及

び特別遺族給付金の合計金額とすることについて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 労働側としては、限定的であっても情報提供する必要はないと

考えている。その前提で、支給不支給の情報は全く知らせる必要

はなく、特に支給決定金額や算定基礎減額理由などの提供は論外。

使用者代表委員は再発防止に役立つというが、こうした情報があ

ろうがなかろうが再発防止はすべき。また、労災保険給付の金額

的な情報は、事業主が再発防止策を講じる上で何ら関係がない。 

 

＜使用者代表委員の意見＞ 

○ 経営法曹会議の弁護士によれば、対象者毎、項目毎の支給金額

や支給決定の理由が開示されなければ実質的な手続き保障になら

ないとの指摘がされている。個々の保険給付額が保険料増額にど

れほど寄与しているのか参考にはなるという事務局の発言もある

が、これらが具体的に把握できないと、保険料増額に含めるべき

保険給付について立証が困難である。また、業務起因性の判断理

由もお示しいただかなければ、労働保険料の認定決定処分の不服

申し立て等において、事業主が請求理由を具体的に主張すること

も困難。疑わしい場合は全ての事案について不服審査や取消訴訟

を提起することとなれば、行政、裁判所にとっても非効率。個々

の支給金額を含め、請求人と同じ情報を提供いただくとともに、

労災認定理由について、監督署に照会した場合は可能な範囲で開

示いただきたい。 
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＜公益代表委員の意見＞ 

○ 保険給付の総額の情報提供では、保険料認定処分の基礎となっ

た労災保険給付を特定できるのか疑問。支給不支給の情報提供に

よって、３年前の支給決定が保険料増額の根拠になっていること

が分かり、保険料認定決定処分の不服審査の中でも主張できると

いう考えかもしれないが、メリット制に対する事業主の知識や理

解度に依拠することが適切であるか疑問。 

 

・実態把握の結果に基づき、事業主に対する支給決定に関する情報

の提供の在り方について、必要な検討を行うことについていて 

＜労働者代表委員の意見＞ 

○ 実態把握自体は否定しない。実態把握の結果として、問題が生

じているということが明らかになることもあるかと考えられると

ころ、そのような場合には、事業主への情報提供をしないことも

視野に入れた検討とするべき。 

○ 労使双方の意見が割れているため、実態把握をきちんと行うと

いうことがこの議論の中では必要。その結果に基づきながら、ど

ういうあり方が必要なのか議論をすることについて否定しないし、

この間の議論からすれば検討が必要。 


